
厚生労働省から公表される平均・上限価格データをシステムに取り込む手順です。

例：令和7年10月の平均･上限価格が公表されました。⇒このデータをシステムに取込みます。

厚生労働省（以下、厚労省）から公表された平均・上限価格データをシステムに反映させます。
公表されたデータを取込むことでシステムに反映し、上限価格のチェックができるようになります。 ④該当月分のURLの上で右クリックし、データをPC上に保存します。
取込み処理を行わずにいると、上限チェックがかからず、返戻になる場合がありますので、
必ず取込処理を行ってください。※取込作業は1台で行います。（他パソコンにも反映します。）

１ 平均･上限価格データのダウンロード

①ケアレンツの画面右下にいるフクちゃんをクリックし、Chatbotを開きます。
※フクちゃんがいない場合は、ケアレンツを開きなおしてください。

②Chatbot内の下部にある検索窓に【上限】と入力し、項目を選択します。
↓上限と入力し、文字確定したとき  ↓上限と入力し、Enterキーを押下したとき

③公表済みのデータが表示されます。

■平均･上限価格をシステムに反映させる

／

＼
フクちゃんです！

直近三回分のデータが表示されます

それ以上過去のデータは

【過去はこちら】のURLから

該当月分を確認してください

Chatbotが開きます

取り込みたいデータのURLの上で

右クリックします

⇒ 今回は「2025/10/01」

保存先に【デスクトップ】を設定し

保存します

※保存場所は違う所でも問題ありません

分かりやすい場所に保存してください

データがダウンロードできました

下にスクロールすると

項目が表示されます

【名前を付けてリンク先を保存】

を選択します

※Excelが開かれた場合は

右上の【✕】で閉じてください
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２ システムへのデータ取込

・マスタ管理 － TAIS単価マスタにて、データを取り込みます。

※システムでは、アップロードしたファイルと、適用開始日の突合チェックは行っていません。
　ファイルの選択と、適用開始日を間違えないようにお気を付けください。

3 データ確認

・取込が終わりましたら、ケアレンツからログアウトし
　再度ログインし直して、適用開始日のプルダウンを確認してください。

適用開始日のプルダウンを確認します

一番上に表示されている日付＝最新データ

そこから三か月ごとに並んでいるかなど

正しい状態になっているかご確認ください

②アップロード画面が開きます

【ファイル選択】をクリックします

④【ファイル選択】の横に

選択したファイル名が

表示されたことを確認し

【アップロード】をクリックします

①【ファイルを選択】

をクリックします

③【デスクトップ】の中のファイルから

ダウンロードしたファイルを選択し

【開く】をクリックします

（今回は「20251001.xisx」）

⑤TAIS単価マスタに画面が戻ります

適用開始日にファイル名と同じ日付を設定し

【平均/上限価格取込】をクリックします

（今回は「R7/10/1」）

⑥【OK】で進みます

⑦【取り込みました。】が

表示されているか確認します
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